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・2017年度「死刑廃止の実現を考える
日」シンポジウム��������3

・御案内シンポジウム「死刑制度の廃止を求め
て～憲法と国連の活動の観点から～」���3
・加藤克佳教授講演会「我が国の再審法
の問題点」������������4
・上川法務大臣による死刑執行���4
・上川法務大臣に要請書を提出���4
・パンフレットを発行しました���4

　
2
0
1
7
年
11
月
20
日
、
日
弁
連
主

催
に
よ
る
「
死
刑
廃
止
の
実
現
を
考
え

る
日
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

2
0
0
8
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
死
刑
を

考
え
る
日
」
を
前
身
と
す
る
も
の
で
、

死
刑
廃
止
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
目

的
に
毎
年
開
催
し
、
今
回
で
10
回
目
と

な
り
ま
す
。
今
回
は
、
16
の
弁
護
士
会

と
T
V
中
継
を
行
い
、
日
弁
連
会
場

に
お
い
て
も
1
7
0
名
ほ
ど
の
御
参
加

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
毎
年
行
う
予

定
で
す
が
、
死
刑
廃
止
に
つ
い
て
検
討

を
よ
り
深
め
て
い
た
だ
く
べ
く
、
会
員

の
方
は
、
ぜ
ひ
、
本
年
3
月
5
日
に
開

催
さ
れ
る
京
都
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
へ
の
参
加
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
中
本
和
洋
日
弁
連
会
長
・
実
現
本
部

本
部
長
の
開
会
挨
拶
の
後
、第
1
部「
死

刑
に
関
す
る
国
内
外
の
情
報
」
に
つ
い

て
各
担
当
か
ら
報
告
と
ス
ピ
ー
チ
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　（
1
）
当
職
が
行
っ
た
「
日
弁
連
第

59
回
人
権
擁
護
大
会
宣
言
の
問
題
点
」

の
基
調
報
告
で
は
、
次
の
と
お
り
日
本

政
府
の
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
ま

し
た
。

　
第
1
に
国
連
に
人
権
理
事
会
が
設
立

さ
れ
、
加
盟
国
が
相
互
に
人
権
状
況
を

審
査
す
る
制
度
（
U
P
R
「
普
遍
的
定

期
的
審
査
」）
が
創
設
さ
れ
実
施
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、第
2
回
目
の
U
P
R

に
お
い
て
、
日
本
政
府
は
、
他
の
加
盟

国
か
ら
の
死
刑
廃
止
に
向
け
た
勧
告
に

対
し
、「
死
刑
制
度
に
つ
い
て
は
、
国

民
の
多
数
が
極
め
て
悪
質
、
凶
悪
な
犯

罪
に
つ
い
て
死
刑
は
や
む
を
得
な
い
と

考
え
て
お
り
、
特
別
に
議
論
す
る
場
所

を
設
け
る
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
考
え

て
い
な
い
。」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、日
本
政
府
が
「
国
民
の
多
数
」

と
主
張
す
る
根
拠
は
、
内
閣
府
世
論
調

査
結
果
の
「
死
刑
も
や
む
を
得
な
い
」

（
80
・
3
％
）
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
こ
の
世
論
調
査
の
有
効
回
収
数

1
8
2
6
人
の
80
・
3
％
を
も
っ
て
、

国
民
の
多
数
が
、
特
別
に
議
論
す
る
場

所
を
設
け
る
こ
と
も
必
要
と
し
な
い
ほ

ど
に
死
刑
の
存
置
と
執
行
に
賛
成
し
て

い
る
と
言
え
る
の
か
、
そ
も
そ
も
、
世

論
と
民
主
主
義
を
混
同
さ
せ
て
い
る
と

い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し

た
。
第
2
に
、
日
本
が
批
准
し
て
い
る

国
際
人
権
自
由
権
規
約
（
B
規
約
）
第

6
条
の
解
釈
指
針
と
な
る
一
般
意
見
36

に
お
い
て
、
日
本
を
含
む
死
刑
存
置
国

に
対
し
、
B
規
約
第
6
条
が
死
刑
廃
止

に
向
け
て
批
准
国
に
努
力
義
務
を
課
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
日
本
政
府
が
、
国
際
社
会

に
対
し
、
国
民
世
論
を
根
拠
に
「
特
別

に
議
論
す
る
場
所
を
設
け
る
こ
と
は
現

在
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
な
い
。」
と
回

答
し
て
い
る
こ
と
が
議
会
制
民
主
主
義

と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
こ
と
、
そ
も

そ
も
、
国
際
社
会
及
び
国
連
が
死
刑
廃

止
を
求
め
る
理
由
・
理
念
が
国
内
で
十

分
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

こ
と
の
問
題
提
起
を
行
い
ま
し
た
。

　（
2
）
次
に
、
欧
州
連
合
代
表
部
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
フ
ィ
ニ
駐
日
公
使
か

ら
「
死
刑
廃
止
と
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
」

に
つ
い
て
の
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
チ
が
な
さ

れ
、「
人
類
は
進
歩
を
続
け
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
国
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
は

よ
り
良
い
と
考
え
ら
れ
る
方
向
へ
と
国

民
を
導
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
死
刑

は
、
過
去
に
お
い
て
は
全
て
の
国
で
実

施
さ
れ
て
お
り
、
一
部
の
国
だ
け
の
伝

統
や
文
化
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
権
と
い
う
普
遍
的
価
値
が
共
有
化
さ

れ
る
に
つ
れ
て
死
刑
は
廃
止
さ
れ
る
方

向
に
進
ん
で
い
る
。」
な
ど
、
日
本
で

の
死
刑
廃
止
に
向
け
て
の
議
論
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
こ
と
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
。

　（
3
）
そ
の
後
、
袴
田
事
件
再
審
弁

護
団
事
務
局
長
小
川
秀
世
会
員
（
静
岡

県
）
か
ら
、
特
別
報
告
「
誤
判
冤
罪
～

再
審
袴
田
事
件
の
現
在
～
」
と
し
て
、

現
在
進
行
中
の
即
時
抗
告
審
で
の
鑑
定

に
つ
い
て
の
問
題
点
の
報
告
が
な
さ
れ
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
笠
井
千
晶
氏
か
ら
、

拘
禁
反
応
の
影
響
が
強
く
残
っ
て
い
る

袴
田
巖
氏
の
近
況
の
映
像
を
通
じ
て
、

死
刑
判
決
が
具
体
的
な
生
身
の
人
間
に

及
ぼ
す
問
題
点
の
報
告
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

　（
4
）
第
1
部
の
最
後
と
し
て
ノ
ル

ウ
ェ
ー
王
国
の
ア
ー
リ
ン
・
リ
ー
メ
ス

タ
駐
日
大
使
か
ら
、「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の

選
択
」
と
の
標
題
で
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
チ

を
受
け
ま
し
た
。「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
か

つ
て
は
死
刑
が
あ
っ
た
が
、
人
々
の
慈

悲
と
寛
容
を
求
め
る
声
か
ら
、

1
9
4
8
年
の
死
刑
執
行
を
最
後
に
、

死
刑
は
廃
止
さ
れ
、
憲
法
に
も
明
記
さ

れ
て
い
る
。2
0
1
1
年
、ノ
ル
ウ
ェ
ー

国
内
で
多
く
の
子
供
を
含
む
大
量
殺
人

事
件
が
起
き
た
が
、
国
民
の
大
部
分
は

死
刑
を
求
め
な
か
っ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー

で
は
終
身
刑
は
な
い
も
の
の
社
会
に
戻

す
こ
と
が
困
難
な
者
を
長
期
間
拘
禁
で

き
る
。
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
・
遺
族
へ

の
サ
ポ
ー
ト
が
充
実
し
て
お
り
、
死
刑

を
廃
止
す
る
こ
と
の
社
会
的
な
理
解
を

得
や
す
い
環
境
に
あ
る
。」
な
ど
、
日

本
で
の
死
刑
廃
止
に
向
け
有
用
な
ヒ
ン

ト
と
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
第
2
部
で
は
、
前
衆
議
院
議
員
の
漆

原
良
夫
会
員
（
東
京
）、
元
法
務
大
臣

の
杉
浦
正
健
会
員
（
第
一
東
京
・
当
本

部
顧
問
）
と
平
岡
秀
夫
会
員
（
第
一
東

京
・
当
本
部
顧
問
）
を
ス
ピ
ー
カ
ー
と

し
て
、「
日
本
に
お
け
る
死
刑
廃
止
に

向
け
て
の
政
治
家
の
役
割
」
に
つ
い
て

意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　（
1
）
第
1
の
テ
ー
マ
の
「
死
刑
廃

止
へ
の
取
組
な
ど
」
で
は
、
漆
原
会
員

か
ら
は
、「
平
成
8
年
に
超
党
派
の
死

刑
廃
止
議
連
に
お
い
て
死
刑
と
無
期
懲

役
と
の
間
に
終
身
刑
（
重
無
期
刑
）
を

導
入
す
る
運
動
を
起
こ
し
た
り
、
最
近

で
は
、
刑
罰
制
度
全
体
の
改
革
の
中
で

死
刑
廃
止
を
考
え
る
勉
強
会
を
実
施
し

た
り
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
展
開
が

見
ら
れ
な
い
。」
と
の
国
会
で
の
現
状

に
つ
い
て
発
言
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
杉

浦
会
員
か
ら
は
、
法
務
大
臣
在
任
中
、

E
U
代
表
部
か
ら
の
訪
問
を
受
け
、
そ

の
時
に
、
死
刑
廃
止
が
E
U
加
盟
条

件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
、

日
本
は
E
U
と
価
値
観
を
共
有
で
き

て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
感
じ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
ア
ジ
ア
諸
国
と
接
し
て
、

日
本
が
再
び
軍
備
化
す
る
の
で
は
な
い

か
と
不
安
を
持
た
れ
て
い
る
こ
と
、
そ

の
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
に
は
死
刑
を

廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
の
発
言

が
な
さ
れ
ま
し
た
。
平
岡
会
員
か
ら
は
、

「
法
務
大
臣
在
任
中
、
二
人
の
執
行
に

つ
い
て
検
討
し
た
も
の
の
、
こ
の
二
人

は
、
E
U
で
あ
れ
ば
死
刑
に
な
ら
ず
、

日
本
だ
か
ら
死
刑
に
な
る
と
い
う
の
は
、

人
権
の
普
遍
性
か
ら
説
明
が
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、
第
10
回

法
務
省
勉
強
会
を
マ
ス
コ
ミ
フ
ル
オ
ー

プ
ン
で
行
っ
た
が
全
く
報
道
さ
れ
ず
、

国
民
に
死
刑
に
関
す
る
情
報
が
流
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ

る
。」
と
の
発
言
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　（
2
）
第
2
の
テ
ー
マ
「
国
会
で
の

議
論
」
に
つ
い
て
、
漆
原
会
員
か
ら
は
、

「
死
刑
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
、
直
ち

に
被
害
者
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か

と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
、
リ
ス
ク
が
大

き
い
。
し
か
し
、
誤
判
冤
罪
は
必
ず
起

こ
る
事
で
あ
り
、
こ
の
誤
判
冤
罪
の
危

険
に
つ
い
て
国
会
で
議
論
を
行
う
こ
と

は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。
杉
浦
会
員
か
ら
は
、

「
死
刑
に
つ
い
て
考
え
て
い
な
い
議
員

は
多
い
は
ず
。
人
権
の
問
題
で
あ
り
、

E
U
の
考
え
方
を
知
る
に
つ
れ
、
死
刑

問
題
に
関
心
を
持
つ
議
員
が
増
え
る
の

で
は
な
い
か
。」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、

平
岡
会
員
か
ら
も
、「
死
刑
廃
止
に
否

定
的
な
有
権
者
の
声
も
あ
る
が
、
死
刑

問
題
を
タ
ブ
ー
視
し
な
い
政
治
家
も
実

際
に
は
少
な
か
ら
ず
い
る
の
で
あ
り
、

死
刑
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
、
死
刑

廃
止
運
動
の
中
核
と
な
る
グ
ル
ー
プ
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
短
い
時
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
内
容
は
濃
厚
で
あ
り
、

示
唆
に
富
む
意
見
や
報
告
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
機
会
に
、
な
ぜ
国
際
社

会
・
国
連
が
死
刑
の
廃
止
を
求
め
て
い

る
か
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

は
じ
め
に

1
第
1
部「
死
刑
に
関
す
る

国
内
外
の
情
報
」

2

第
2
部

「
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
」

3

お
わ
り
に

4

2
0
1
7
年
度

「
死
刑
廃
止
の
実
現
を
考
え
る
日
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部
事
務
局
長
代
行　

岩
橋　
英
世（
福
岡
県
）

トークセッションの様子

　　　　シンポジウム「死刑制度の
廃止を求めて～憲法と国連の活動の観点から～」
　以下のとおり2020年にコングレスが開催される京都でのシンポジウムを企画し
ました。奮って御参加ください。
日時　2018年3月5日（月） 13:00 ～ 17:00（開場12:40）�
場所　龍谷大学 響都ホール 校友会館（京都市南区東九条西山王町31アバンティ9階）
� JR京都駅八条東口より徒歩約1分
内容（予定）

御案内

基調講演「憲法と死刑」� 木村草太首都大学東京教授
DVD上映「絞首刑を考える」� 大阪弁護士会作成
基調報告「国連の理念」� 菊田幸一明治大学名誉教授（実現本部委員）
トークセッション「思考の転換（パラダイムシフト）」
コーディネーター：海渡雄一実現本部副本部長
スピーカー　　　：木村草太首都大学東京教授
� ：森達也氏　（映画監督、作家、ジャーナリスト）
� ：大山寛人氏（被害者遺族）
 ：梶田真章氏（法然院貫主）
ゲストスピーチ　　漆原良夫前衆議院議員ほか現職国会議員若干名
※内容・登壇者は、変更する場合があります。
主催：日本弁護士連合会　問い合わせ先：日弁連法制第二課�TEL�03-3580-9985

入場無料・
事前申込不要



　●2018年（平成30年）2 月 1 日発行 � 死刑廃止をめざして（お問い合わせは各委員会へお願いいたします）　4　

上川法務大臣による
死刑執行

　
2
0
1
7
年
12
月
25
日
、
弁

護
士
会
館
1
7
0
1
会
議
室
に
お

い
て
、
専
修
大
学
大
学
院
法
務
研

究
科
の
加
藤
克
佳
教
授
に
よ
る
会

員
向
け
の
講
演
会
「
我
が
国
の
再

審
法
の
問
題
点
」
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
2
0
1
6
年
10
月
の
福
井
市
に

て
開
催
さ
れ
た
第
59
回
人
権
擁
護

大
会
に
お
け
る
「
死
刑
制
度
の
廃

止
を
含
む
刑
罰
制
度
全
体
の
改
革

を
求
め
る
宣
言
」
に
基
づ
い
て
設

置
さ
れ
た
当
本
部
の
目
的
に
「
死

刑
に
直
面
す
る
者
の
刑
事
弁
護
実

務
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
」

と
「
死
刑
確
定
者
の
処
遇
の
改
善

に
向
け
た
活
動
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
目
的
に
関
わ
る
も
の
に
、
我

が
国
の
刑
事
再
審
法
の
問
題
点
の

改
善
が
あ
り
ま
す
。

　
福
井
宣
言
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
2
0
1
4
年
3
月
、
静

岡
地
裁
で
の
、
袴
田
事
件
再
審
開

始
決
定
、
死
刑
執
行
停
止
決
定
、

拘
置
停
止
決
定
で
し
た
。
こ
れ
は
、

死
刑
誤
判
の
現
実
的
危
険
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、

死
刑
廃
止
に
つ
い
て
、
市
民
の
関

心
を
広
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、
検

察
官
が
即
時
抗
告
し
、
4
年
近
く

経
過
し
た
今
も
、
東
京
高
裁
で
審

理
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
我
が
国
の
刑
事
再
審

法
の
問
題
点
を
改
善
す
る
た
め
に
、

諸
外
国
の
刑
事
再
審
法
と
比
較
し

て
問
題
提
起
す
る
た
め
の
講
演
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
の
加
藤

教
授
は
、
主
に
ド
イ
ツ
刑
事
法
の

研
究
者
で
、
死
刑
問
題
に
つ
い
て
、

日
弁
連
で
ド
イ
ツ
調
査
を
実
施
し

た
際
に
、
通
訳
を
務
め
て
い
た
だ

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
は
じ
め
に
、加
藤
教
授
は
、我
が

国
の
刑
事
再
審
法
制
が
不
活
発
で

あ
り
、
そ
の
背
景
に
、
再
審
法
規

定
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
ま
し
た
。

　
日
本
国
憲
法
39
条
に
よ
り
不
利

益
再
審
が
禁
止
さ
れ
（
刑
訴
法

4
3
5
条
）、
我
が
国
の
刑
事
再
審

法
制
は
、
誤
判
救
済
に
特
化
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
に
お
け

る
確
定
有
罪
判
決
の
不
当
な
尊
重

が
あ
り
、
刑
事
再
審
は
、「
最
後
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
」
た
り

得
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
背
景
に
、

再
審
法
規
定
の

不
十
分
さ
が
あ

り
、
手
続
規
定

に
つ
い
て
は
皆

無
に
等
し
い
、

と
言
え
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
で

は
、
①
予
備
審
査
、
②
本
審
査
、

③
再
審
公
判
と
い
う
3
段
階
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
は

③
再
審
公
判
に
重
点
が
置
か
れ
、

再
審
開
始
は
緩
や
か
な
要
件
で
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
ド
イ
ツ

法
で
は
、
再
審
が
真
実
探
求
の
手

段
と
さ
れ
て
お
り
、
不
利
益
再
審

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
旧
証
拠

の
不
利
益
再
評
価
が
禁
止
さ
れ
、

不
利
益
再
審
は
機
能
し
て
い
な
い
、

と
の
こ
と
で
し
た
。

　
再
審
要
件
に
つ
い
て
、
加
藤
教

授
は
以
下
の
指
摘
を
し
ま
し
た
。

⑴
　
刑
訴
法
4
3
5
条
6
号
の

明
白
性
・
新
規
性
の
解
釈
と

運
用
で
、
孤
立
評
価
説
と
心

証
引
継
説
が
克
服
さ
れ
て
き

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

う
で
な
い
決
定
も
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
実
務
で
は
、
二
段

階
説
が
台
頭
し
、
定
着
し
つ

つ
あ
り
、
新
証
拠
の
明
白
性

が
強
く
求
め
ら
れ
る
傾
向
に

あ
り
ま
す
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法

で
は
、
予
備
審
査
か
ら
本
審

査
へ
の
過
程
は
、
い
わ
ゆ
る

振
り
分
け
と
位
置
付
け
ら
れ

て
お
り
、
か
な
り
緩
い
要
件

と
な
っ
て
い
ま
す
。
我
が
国

で
も
、
旧
証
拠
の
全
面
的
再

評
価
、
新
旧
証
拠
の
総
合
評
価
、

利
益
原
則
が
実
現
で
き
る
よ

う
に
、
立
法
で
の
明
確
化
が

必
要
で
す
。

　
　
そ
の
ほ
か
に
、
適
正
手
続
違

反
を
再
審
理
由
と
す
る
立
法

も
必
要
で
す
。
英
米
法
で
は
、

事
実
誤
認
は
再
審
理
由
と

な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
適
正

手
続
違
反
を
理
由
と
し
て
誤

判
の
救
済
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
我
が
国
で
も
、
刑
訴
法

4
3
5
条
6
号
は
無
罪
等
を

認
め
る
べ
き
明
ら
か
な
新
証

拠
を
発
見
し
た
こ
と
を
再
審

理
由
と
す
る
ノ
ヴ
ァ
型
の
規

定
で
す
が
、
同
条
1
号
や
2

号
は
適
正
手
続
違
反
を
再
審

理
由
と
す
る
フ
ァ
ル
サ
型
の

規
定
で
す
か
ら
、
違
法
捜
査

そ
の
も
の
を
再
審
理
由
と
す

る
立
法
は
可
能
で
す
。

⑵
　
我
が
国
で
は
、「
同
一
の
理

由
」
で
は
再
審
請
求
が
許
さ

れ
ま
せ
ん
（
刑
訴
法
4
4
7

条
2
項
、
4
4
3
条
2
項
）。

こ
れ
も
、
再
度
の
再
審
請
求

を
困
難
に
し
て
い
ま
す
。
旧

証
拠
も
総
合
評
価
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
確

化
す
る
立
法
が
必
要
で
す
。

⑶
　
量
刑
事
実
の
誤
認
も
再
審

理
由
と
な
る
よ
う
に
立
法
す

べ
き
で
す
。
こ
れ
は
、
死
刑

確
定
事
件
の
再
審
に
は
極
め

て
重
要
な
立
法
事
項
で
す
。
例

え
ば
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
、

計
画
性
の
有
無
、
心
神
耗
弱

の
有
無
な
ど
、
死
刑
か
否
か

の
分
水
嶺
と
な
り
得
る
量
刑

事
実
で
す
。
し
か
し
、
実
務

で
は
再
審
理
由
と
は
な
り
ま

せ
ん
。
心
神
耗
弱
は
、
必
要

的
減
刑
事
由
で
す
か
ら
（
刑

法
39
条
2
項
）、
改
善
す
べ
き

で
す
。

　
再
審
手
続
に
つ
い
て
、
加
藤
教

授
は
以
下
の
指
摘
を
し
ま
し
た
。

⑴
　
再
審
請
求
権
者
の
拡
大
を

図
る
べ
き
で
す
。
例
え
ば
、
本

人
の
意
思
に
反
し
な
い
限
り
、

検
事
総
長
や
日
弁
連
会
長
な

ど
、
公
的
な
立
場
で
再
審
請

求
で
き
る
よ
う
な
立
法
も
必

要
で
す
。

⑵
　
刑
事
再
審
に
お
け
る
国
選

弁
護
人
選
任
権
を
認
め
る
立

法
を
す
べ
き
で
す
。
ド
イ
ツ

法
で
は
、
再
審
請
求
の
み
な

ら
ず
再
審
準
備
の
段
階
か
ら

公
選
弁
護
人
選
任
権
を
保
障

し
て
い
ま
す
。（
ア
メ
リ
カ
で

も
、
死
刑
事
件
に
つ
い
て
は
、

ス
ー
パ
ー
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
再
審
段
階
に
公
選
弁

護
人
が
保
障
さ
れ
て
い
ま

す
。）

⑶
　
管
轄
裁
判
所
に
つ
い
て
も

選
択
で
き
る
よ
う
に
法
改
正

す
べ
き
で
す
。
我
が
国
で
は
、

再
審
に
抵
抗
す
る
可
能
性
が

高
い
と
思
わ
れ
る
、
確
定
判

決
を
言
い
渡
し
た
裁
判
所
に

し
か
再
審
請
求
が
で
き
ま
せ

ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ

ツ
法
で
は
、
同
一
事
物
管
轄

の
あ
る
他
の
裁
判
所
に
再
審

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑷
　
再
審
請
求
手
続
を
当
事
者

主
義
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
現
行
の
職
権
主
義
の
請

求
手
続
で
は
、
事
実
調
べ
は

裁
判
官
の
や
る
気
次
第
に
よ

る
不
安
定
な
運
用
に
な
っ
て

い
ま
す
。
三
者
協
議
の
義
務

化
や
審
理
の
公
開
な
ど
、
法

改
正
が
必
要
で
す
。

⑸
　
証
拠
開
示
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
全
面
的
に
認
め
る
法

改
正
が
必
要
で
す
。
袴
田
事

件
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の

再
審
開
始
決
定
を
見
れ
ば
、
証

拠
開
示
の
有
用
性
は
明
ら
か

で
す
。
近
時
、
裁
判
員
裁
判

の
公
判
前
整
理
手
続
で
の
当

事
者
主
義
的
な
証
拠
開
示
手

続
が
実
現
し
ま
し
た
。
た
だ
、

再
審
で
は
実
現
し
て
い
ま
せ

ん
。

　
　
し
か
し
、
職
権
主
義
の
ド
イ

ツ
で
は
、
捜
査
段
階
を
含
め

た
全
証
拠
が
裁
判
所
の
手
元

に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ

を
閲
覧
・
観
察
す
る
こ
と
に

よ
り
、
全
面
的
な
証
拠
開
示

が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。
我

が
国
で
も
法
改
正
は
可
能
で

す
。

⑹
　
そ
の
ほ
か
、
再
審
開
始
決

定
に
対
す
る
検
察
官
上
訴
の

禁
止
、
弁
護
側
上
訴
の
期
間

延
長
、
再
審
請
求
に
よ
る
死

刑
の
執
行
と
拘
置
の
停
止
、
再

審
請
求
に
お
け
る
訴
因
変
更

の
禁
止
等
、
多
く
の
改
善
点

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
お
わ
り
に
、
加
藤
教
授
は
、
誤

判
救
済
に
特
化
し
た
刑
事
再
審
法

の
趣
旨
に
即
し
た
法
改
正
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
ま
し
た
。

　
日
弁
連
は
、
1
9
9
0
年
3
月

に
刑
事
再
審
法
の
改
正
意
見
書
を

発
表
し
ま
し
た
。
最
高
裁
の
白

鳥
・
財
田
川
決
定
と
死
刑
4
事
件

の
再
審
無
罪
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、

現
在
で
も
有
用
な
も
の
で
す
。
し

か
し
、
加
藤
教
授
の
指
摘
を
得
て
、

そ
の
後
の
28
年
間
の
実
務
と
法
改

正
と
世
界
的
な
誤
判
救
済
の
進
展

を
鑑
み
る
と
き
、
さ
ら
な
る
法
改

正
の
検
討
の
必
要
性
を
考
え
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

開
催
の
趣
旨

1

は
じ
め
に

2

再
審
要
件
に
つ
い
て

3

再
審
手
続
に
つ
い
て

4

お
わ
り
に

5

加
藤
克
佳
教
授
講
演
会

「
我
が
国
の
再
審
法
の
問
題
点
」

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部
副
本
部
長　

小
林　
修
（
愛
知
県
）

　日弁連は、パンフレット「死刑制度の廃止及び関連

する刑罰制度の改革に向けて」を発行しました。

　お問い合わせは、日弁連法制第二課 

（TEL03-3580-9985）まで。

パンフレットを発行しました

講演を行う加藤教授

　2017年12月19日、東京拘置所において2名に対して死刑が執行されまし

た。2017年8月の就任以降、上川法務大臣による初めての死刑執行であり、

極めて遺憾な事態です。

　日弁連は、執行当日、直ちに「死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行

を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求め

る会長声明」を発表し、法務大臣及び内閣総理大臣宛て提出しました。会

長声明は、日弁連のホームページにて御覧いただけます。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/
year/2017/171219.html
　また、各地の弁護士会も会長声明を発表しています。

　日弁連は、法務大臣の交代があった際に新任の法務大臣宛てに要請書を
提出しており、2017年8月に就任した上川法務大臣に対して、2017年11月
29日に「日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年ま
でに死刑制度の廃止を求める要請書」を取りまとめ、提出しました。
　要請書は、日弁連のホームページにて御覧いただけます。
https://www.nichibenren.or. jp/activ i ty/document/opinion/
year/2017/171129.html

上川法務大臣に要請書を提出


